
お知らせ　区役所の日曜開庁は6月26日（日） 9:00～17:30です。＜窓口サービス課（住民情報・保険年金）＞

介護保険のお知らせ
●介護保険利用者負担限度額認定証等
の更新
　介護保険を利用して、介護保険施設
などへの入所や短期入所をした場合の
食費・居住費の負担軽減の認定証、およ
び社会福祉法人などによる利用者負
担軽減の確認証の有効期限は7月31日
（日）です。更新を希望される方は、6月
30日（木）までに申請してください。
●利用者負担限度額認定における審査
判定の変更
〈変更点〉
　平成28年度から、利用者負担段階2
段階適用の要件に、非課税年金収入額
も勘案することになり、『世帯全員が市
民税非課税で、本人の合計所得金額＋
課税年金収入額＋非課税年金額が80
万円以下の方』となります。非課税年金
（遺族年金・障がい年金）を受給の方は、
年金収入額と基礎年金番号の申告が必
要となります。
〈添付書類〉
・年金振込通知書等（年金収入額と基礎
年金番号がわかるもの）の写し
・本人および配偶者の預貯金等の通帳
の写し（銀行名・支店名・口座番号・口座
名義・直近残高がわかるもの）等
〈審査判定要件〉
　本人世帯・配偶者とも市民税非課税
で、本人および配偶者の預貯金等が、単
身の場合1,000万円以下、夫婦の場合
2,000万円以下であることが要件です。

 保健福祉センター保健福祉課
（介護保険）

 6930-9859　  6932-1295

児童手当の現況届を 
提出してください
　児童手当を受給している方に「現況
届」を送付しています。6月中に区役所
1階 17番窓口へ提出してください。現
況届を提出されないと手当の支払いを
受けることができなくなりますのでご
注意ください。

 保健福祉センター保健福祉課
（児童手当担当）
 6930-9857　  6932-1295

城東区内の幼稚園説明・相談会 
～5歳児の幼児教育無償化スタート～

　子どもの可能性を伸ばす各幼稚園の
充実した教育内容や、意外と知られて
いない幼稚園の預かり保育等を紹介し
ます。保育所等との違いについても保
育・子育てコンシェルジュが説明しま
す。入退場は自由です。
とき▶6月15日（水）14:00～16:00 
ところ▶区役所2階 生活支援会議室
●6月30日（木）まで、区役所1階オー
プンスペースで各幼稚園を紹介するパ
ネル展示やパンフレット等の配布を行
います。
※ 説明・相談会の開催時は2階で展示
します。
 保健福祉センター保健福祉課

（福祉）
 6930-9857　  6932-1295

区民ギャラリー出展 
グループ募集

　区役所・地下鉄ギャラリー8～9月の
利用者を募集します。
対象▶区内在住・在勤の方で構成する
アマチュア創作グループ
作品▶絵画、書、写真、手芸など
展示期間▶
（1）区役所ギャラリー
①8月1日～　②8月15日～　③8月
29日～　④9月12日～　⑤9月26日～
（いずれも月曜日）
（2）地下鉄ギャラリー
①7月29日（金）～　②8月26日（金）～
申込み▶6月8日（水）10：00～区民セ
ンター2階事務室にて（先着順）

 大阪市コミュニティ協会城東
区支部協議会（上記日程枠の受付終了
まで、城東区民センターに臨時出張受
付窓口を設置します）
 4255-6066　  4255-6088

個人市・府民税の納税通知書
を送付します
　平成28年度の個人市・府民税の納税
通知書を6月上旬に送付します。会社
等にお勤めの方（給与所得者）には、勤
務先を通じて税額決定通知書をお送り
し、毎月の給与から個人市・府民税が差
引き（特別徴収）されます。
■失業中の方等に対する減額・免除
　失業や大幅な所得減少（自己都合退
職※、定年退職等を除く）で、前年中の
所得金額が一定額以下であるなどの要
件に該当し、生活困窮等により全額負
担が困難と認められる場合に限り、申
請により収入・資産状況等を審査のう
え減額・免除される場合があります。
　詳しくは、納税通知書に同封のお知
らせまたは市ホームページ等をご覧く
ださい。
※ 病気・妊娠・出産等を理由として退職
した方で、一定の要件に該当する場
合は、減額・免除の対象となります。
 京橋市税事務所

（個人市民税担当）
 4801-2953　  4801-2905
 http://www.city.osaka.lg.jp/

zaisei/page/0000033094.html

 城東消防署　  6931-0119
「危険物 決めろ無事故の ストライク」

6月5日（日）～11日（土）は
危険物安全週間です！！

　採用面接時等の差別について、相
談、関係機関の紹介等を行います。
とき▶6月15日（水）～17日（金）
10：00～18：00

 rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
（メール相談は6月中随時受付）

 大阪府商工労働部雇用推
進室
6941-0351（内線 6761）

6月は「就職差別撤廃月間」です

就職差別110番
 6210-9518

申込不要 無　料

申込要 無　料
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